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【当社ウェブサイト】
https://www.fastaccounting.jp/ir/stock/meeting

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第10回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ファーストアカウンティ
ング」又は「コード」に当社証券コード「5588」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR
情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認く
ださい。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年３月26日（木曜日）午後
６時30分までに到着するよう議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」
をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
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１．日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区海岸一丁目７番１号

東京都立産業貿易センター浜松町館４階第３会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第10期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第10期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　　　案 取締役７名選任の件

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効
なものとしてお取り扱いいたします。

(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ
ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株
主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９:30）

2026年３月26日（木曜日）
午後６時30分入力完了分まで

2026年３月26日（木曜日）
午後６時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案
● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

● 一部の候補者に反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができま
す。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX

XXXX

○○○○○○○

ログ
ログインID

仮パスワー

見 本

見 本

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

※午前２時30分から午前４時30分までは、議決権行使ウェブサイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。
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(2025年 １月 １日から2025年12月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当社グループは、「ＡＩ（注１）と最先端技術を活用して、顧客と取引先にシームレスで効
率的な商取引を提供し、生産性の向上と社会の発展を支援する。」をミッションとしており、
会計分野に特化したＡＩソリューション事業（経理ＡＩ事業）を提供しております。
　当連結会計年度におけるわが国経済は、国内景気の緩やかな回復が続く一方で、米国の関税
政策による海外経済の減速や資源・エネルギー価格の高騰に伴う物価上昇など、景気後退リス
クが依然として残存している状況が続いております。
　このような状況の中、従来のＡＰＩソリューションサービスである『Robota』シリーズに
加え、会計帳票の入力業務及び確認作業を効率的に実施できるクラウド型ＡＩプラットフォー
ムである『Remota』が引き続き好調に推移しております。経理ＤＸ（注２）を推進するエン
タープライズを中心に、経費精算や会計帳票の入力業務及び突合業務に加え、メールで受け取
った請求書を正確かつ効率的に処理し、また、郵送で受け取った請求書と二重支払いにならな
いようなチェック機能も搭載することで、ユーザーにとって投資効果が得られる提案を行いま
した。また、会計ソフトウエアベンダが提供する会計システムへの機能追加や、単純な入力業
務や突合業務に関連するサービスだけではなく、生成ＡＩを活用した経理業務の判断支援サー
ビスを本格的に販売開始しました。この結果、導入社数が前連結会計年度末の140件に対して
165件と順調に推移しております。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は2,369,766千円、営業利益は292,175千円、
経常利益は291,587千円、親会社株主に帰属する当期純利益は202,143千円となりました。な
お、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度との比較分析は行
っておりません。
　また、当社グループはＡＩソリューション事業（経理ＡＩ事業）の単一セグメントであるた
め、セグメント別の記載は省略しております。

（注）１．ＡＩ（Artificial Intelligence、人工知能）とは、コンピュータを用いて「認識、言
語の理解、課題解決」などの知能行動を実行する技術です。

２．ＤＸ（Digital transformation、デジタル変革）とは、企業がビジネス環境の激し
い変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製
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品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセ
ス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は266,091千円（ソフトウエア仮勘定含
む。）であります。その主な内容は、生成ＡＩ研究開発のための学習用サーバ197,472千円
の取得、その他はサービス提供のためのソフトウエアの開発及びPC等の取得であります。ま
た、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度において新株予約権が行使されたことに伴い78,830千円、また新株予約権
を発行したことに伴い13,347千円の資金調達を行いました。
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区 分 第７期
(2022年12月期)

第８期
(2023年12月期)

第９期
(2024年12月期)

第10期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

売 上 高 (千円) － － － 2,369,766

経 常 利 益 (千円) － － － 291,587
親会社株主に帰属
する当期純利益 (千円) － － － 202,143

１株当たり当期純利益 (円) － － － 18.28

総 資 産 (千円) － － － 2,899,421
純 資 産 (千円) － － － 1,714,629
１株当たり純資産額 （円） － － － 148.19

区 分 第７期
(2022年12月期)

第８期
(2023年12月期)

第９期
(2024年12月期)

第10期
(当事業年度)
(2025年12月期)

売 上 高 (千円) 785,533 1,232,393 1,707,072 2,369,766
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) △77,502 117,402 183,575 292,668
当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△） (千円) △78,032 125,691 465,191 203,224
１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △8.24 12.89 43.26 18.38

総 資 産 (千円) 744,061 1,618,832 2,434,092 2,895,771
純 資 産 (千円) 168,786 882,698 1,391,913 1,711,875
１株当たり純資産額 （円） △130.74 83.41 127.82 147.94

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）当社では、第10期より連結計算書類を作成しております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１．当社は、2023年６月30日開催の取締役会決議により、2023年７月19日付で普通株式１
株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年３月19日開催の取
締役会決議により、2024年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ
ております。第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失及び１株当たり純資産額を算定しております。

２．第７期の１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して
計算しております。
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会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

Fast Accounting USA Inc. 500千米ドル 100.0％
業務システムの開発及び提
供等

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況

（注）2025年４月25日付でFast Accounting USA Inc.を設立し、同年８月19日付で出資の払込が
完了したことに伴い、連結子会社といたしました。

(4) 対処すべき課題
当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の主な課題は以下のとおりとなります。
① 技術革新への対応
　ＡＩ市場においては生成ＡＩに代表されるように日々の技術革新が継続しており、当社グル
ープが属する業界においても新規参入企業が増加しております。このような中、顧客ニーズの
多様化に対応するためには、最先端の技術の研究が必要であり、優秀な人材の確保が必要と考
えております。
　しかし、優秀な技能を持つ人材の安定的な確保は、同業他社とも競合することから難しい状
況となっております。当社グループは、採用計画に基づき安定的な人材確保が出来ております
が、今後も継続的に国内外を問わず最先端の技術と経験を有する人材を確保するため、引き続
きＡＩトップカンファレンスに論文が採択されるように投稿し、ＡＩ市場における知名度向上
を図ることで魅力的で存在感のある企業であることを訴えかけるとともに労働環境や福利厚生
の充実にも取り組んでまいります。また社内研修の強化等により人材育成にも努めてまいりま
す。

② カスタマーサクセスの重要性
　当社グループが提供するサービスの内容は、顧客毎の業務プロセスに適応したサービス導入
が必要であり、また企業会計基準や税制改正等の法令等の改正に伴い顧客のニーズが変化する
という特徴があります。そのため顧客ニーズを迅速かつ的確に捉え、より魅力的なサービスを
継続的に提供することで解約を未然に防ぎ、また複数サービスの受注により顧客単価向上につ
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ながることからカスタマーサクセス（注１）の充実が重要であると考えております。今後も既
存顧客等から構成されるユーザー会などを企画運営し、顧客ニーズの多様化にマッチしたサー
ビスを提供し続けるための活動を行ってまいります。

③ サービスデリバリー能力の強化
　当社グループは、AI-OCRを活用した経理業務の効率化サービスに加え、生成ＡＩを活用し
た経理処理の自動化サービスの提供を開始しております。生成ＡＩサービスは、従来人が行っ
ていた判断業務を代替するものであり、導入にあたっては顧客の業務プロセスや判断基準を精
緻に分析したうえでシステムに反映させる必要があるため、一案件あたりの導入作業は従来の
サービスと比較してより高度かつ複雑なものとなっております。今後の販売拡大に伴い、この
ような高度な導入案件の増加及び大型化が見込まれることから、サービスデリバリー能力の強
化を重要な経営課題と認識しております。
　当社グループは、この課題に対し、人材、プロセス及びプロダクトの三つの観点から取り組
んでまいります。人材面では、高度な導入業務を担うサービスデリバリー人材の計画的な採用
及び育成を進めてまいります。プロセス面では、案件を通じて蓄積した導入ノウハウの体系化
及び導入プロセスの標準化を推進し、品質の安定と効率の向上を図ってまいります。プロダク
ト面では、顧客自身による設定・調整を可能とする機能の拡充を進め、導入期間及び工数の構
造的な削減を目指してまいります。これらの取組みを通じて、事業の成長に対応しうるサービ
ス提供能力の確立に努めてまいります。

④ 情報管理体制の強化
　当社グループはサービスの提供過程において、機密情報や個人情報を取り扱う可能性があ
り、その情報管理を強化していくことが重要であると考えております。「ISO／IEC 
27001:2022（JIS Q 27001:2023）」と「ISO／IEC 27017:2015（JIS Q 27017:2016）」
に加え、米国進出を契機により具体的かつ技術的な統制を監査法人が保証するSOC2 TYPE1の
保証報告書を取得しております。また、各施策に応じて情報セキュリティ管理責任者を配置
し、これらを遵守するための社内規程の策定や内部監査体制の整備を行い、アクセス管理など
漏洩防止等の対策を講じております。今後も社内教育・研修の実施やシステム整備等を継続し
て行ってまいります。

⑤ システムの安定性の確保
　当社グループは顧客に対してインターネットを介したサービスを提供しているため、システ
ムの安定稼働の確保が必要不可欠となっております。そのためアクセスが増加する月末月初は
一時的にサーバを増強するとともにサーバ監視システムを導入し突発的なトラブル等が発生し
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ても機動的にサーバを増強できる仕組みを整備することでシステムの安定性を担保しておりま
す。定期的にサーバ上でバックアップを行っておりますが、今後は顧客増加に伴うサーバ負荷
増大に対応してさらなる安定性確保と効率化に取り組んでまいります。

（注）１．カスタマーサクセス：製品やサービスを通じて顧客の成功を支援することで、契約を継続
してアップセルの実現やチャーンを防止することであります。

事 業 区 分 事 業 内 容

AIソリューション事業
（ 経 理 A I 事 業 ）

AI-OCR（注１、２）関連及び会計仕訳のアルゴリズムをサービス
化したRobotaシリーズとリモートワークでも経理業務を遂行でき
るように開発したRemotaというプラットフォームを提供、また生
成AIを活用した経理業務の判断支援サービスを提供

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

（注）１．AI（Artificial Intelligence、人工知能）とは、コンピュータを用いて「認識、言語の理
解、課題解決」などの知能行動を実行する技術です。

２．OCR（Optical Character Recognition／Reader、光学的文字認識）とは、印刷された
文字や手書き文字に光を当てて読み取り、デジタルの文字コードに変換する技術やソフト
ウエアです。

本 社 東京都港区芝公園二丁目４番１号

Fast Accounting USA Inc. 米国イリノイ州

(6) 主要な営業所及び工場（2025年12月31日現在）
① 当社

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
A I ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
（ 経 理 A I 事 業 ） 74 （18）名 －名増 （－名増）

(7) 従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。

２．当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度増減は記載してお
りません。
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従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
74名（18名） 3名増（－名減） 38.8歳 3.6年

② 当社の使用人の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、年間の平均人員を
（　）に外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 37,888,000株
(2) 発行済株式の総数 11,216,120株（自己株式175株を含む）

（注）ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は345,280株増加しております。
(3) 株主数 2,804名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 ( ％ )
森 　 啓 太 郎 2,585,200 23.05
Mor iSpaceManagement株式会社 2,400,000 21.40
Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ａ Ｃ Ｔ Ｉ Ｖ Ｅ
Ｂ Ｒ Ｏ Ｋ Ｅ Ｒ Ｓ  Ｌ Ｌ Ｃ 909,500 8.11
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 619,000 5.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 504,100 4.49

株 式 会 社 マ イ ナ ビ 500,000 4.46
DA IWA  CM  S INGAPORE  L TD -
NOMINEE ALL STAR SAAS FUND 
P T E . L T D .

415,000 3.70

中 薗 直 幸 145,060 1.29
葛 　 鴻 鵬 120,000 1.07
株式会社オービックビジネスコンサルタント 94,000 0.84
株 式 会 社 ミ ロ ク 情 報 サ ー ビ ス 94,000 0.84

２. 株式の状況（2025年12月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．持株比率は自己株式（175株）を控除して計算しております。
２．上記持株数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　　　　　　619,000株
　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　504,100株
　　　３．MoriSpaceManagement株式会社は、当社代表取締役社長である森啓太郎の資産管理会

社であります。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。
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新株予約権の名称 発行決議日 新株予約権の数
新株予約権の
目的となる
株式の数

新株予約権の
行使期間

新株予約権の
行使価額

（1株当たり）
行使条件

第１回新株予約権 2017年12月16日 3個 6,000株 2019年12月25日～
2027年12月24日 5円 注１

第３回新株予約権 2019年３月28日 11個 22,000株 2021年３月29日～
2029年３月28日 200円 注1

第４回新株予約権 2020年６月２日 110個 220,000株 2022年６月３日～
2030年６月２日 230円 注1

第５回新株予約権 2020年６月１日 14,455個 289,100株 2020年６月３日～
2030年６月２日 230円 注2

注3

第６回新株予約権 2022年２月17日 27個 54,000株 2024年２月18日～
2032年２月17日 400円 注1

第７回新株予約権 2023年３月23日 54個 21,600株 2025年３月24日～
2033年３月23日 400円 注1

第８回新株予約権 2025年３月27日 2,290個 229,000株 2029年４月11日～
2033年４月10日 1,844円 注4

第９回新株予約権 2025年３月27日 388個 38,800株 2029年４月11日～
2033年４月10日 1,844円 注4

３. 新株予約権等の状況
(1) 新株予約権の状況

（注）１. ①　当社の株券が日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という。）された日を経過するまで
は、本新株予約権を一切行使することができないものとする。

②　本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者
のいずれかの地位にあることを要する。
　ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外
協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任
した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることに
ついて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。

③　以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
（ⅰ）行使期間開始から１年間は、割当数のうち、その５分の１までについて権利を行使するこ

とができる。
（ⅱ）行使期間開始から１年以降２年経過するまでは、割当数のうち、その５分の２までについ

て権利を行使することができる。
（ⅲ）行使期間開始から２年以降３年経過するまでは、割当数のうち、その５分の３までについ
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て権利を行使することができる。
（ⅳ）行使期間開始から３年以降４年経過するまでの期間は、割当数のうち、その５分の４まで

について権利を行使することができる。
（ⅴ）行使期間開始から４年経過以降は、割当数のうち、その全てについて権利を行使すること

ができる。
④　対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤　対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使するこ
とができる。ただし、１個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。

２. ①　本新株予約権の割当てを受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使するこ
とができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者（以
下、「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとする。

②　本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由の
いずれかが生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することがで
きない。
(a) 460,000円（ただし、上記注３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものと
する）を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき（ただし、払込金額
が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」および
普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割
当てによる場合等を除く。）。

(b) 460,000円（ただし、上記注３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものと
する）を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行使
価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発
行された場合を除く。）。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され
ていない場合、460,000円（ただし、上記注３において定められた行使価額同様に適切に調
整されるものとする）を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（ただ
し、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を
除く。）。

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され
た場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が
460,000円（ただし、上記注３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものと
する）を下回る価格となったとき。

③　本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社または当社の関係会社の取締役、
従業員もしくは監査役または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④　本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過
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することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥　本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができ
る。算出される行使可能な本新株予約権の個数に１個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り
捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 権利行使期間の初日（以下、「開始日」という）から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の20％

(b) 開始日から12カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の40％

(c) 開始日から24カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の60％

(d) 開始日から36カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の80％

(e) 開始日から48カ月間を経過した日から行使期間の末日まで
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数のすべて

3. 　当社の代表取締役社長である森啓太郎は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価
値向上へのインセンティブ付与を目的として、2020年６月１日開催の臨時株主総会決議に基づき、
2020年６月３日付で税理士安田信彦を受託者として「時価発行新株予約権信託」（以下「本信託
（第５回新株予約権）」といいます）を設定しており、当社は本信託（第５回新株予約権）に対し
て、会社法に基づき2020年６月３日に第５回新株予約権（2020年６月１日臨時株主総会決議）を
発行しております。
　第５回新株予約権の分配を受けた者は、当該第５回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約
の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託（第５回新株予約権）は３つの
契約（A01からA03まで）により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
　なお、2023年5月30日に国税庁より「ストックオプションに対する課税（Q&A）」が公表され、
役職員が新株予約権を行使して当社の株式を取得した場合、その経済的利益は給与所得になることが
示されましたが、当社は当インセンティブプランを変更することなく継続する方針です。
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名称 時価発行新株予約権信託
委託者 森　啓太郎
信託契約日
（信託期間開始日） 2020年６月３日

信託の種類と新株予約権数
（A01）9,000個
（A02）9,000個
（A03）9,000個

信託期間満了日
（A01）当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した日から６か月が経過した日
（A02）当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した日から２年が経過した日
（A03）当社の株式が東京証券取引所プライム市場又はこれに類する海外の市場

に上場した日から６か月が経過した日

信託の目的
当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第５回
新株予約権の引受け、払込により現時点で（A01）から（A03）までのそれぞれ
につき第５回新株予約権27,000個が信託の目的となっております。

受益者適格要件

当社の役員及び従業員のうち、当社の社内規程等に定める一定の条件を満たす者
を受益候補者とし、当社が指定し、本信託（第５回新株予約権）に係る信託契約
の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。
なお、受益候補者に対する第５回新株予約権の配分は、信託ごとに①採用インセ
ンティブパッケージ制度、②貢献度インセンティブパッケージ制度、③貢献度評
価ポイント制度、④ＭＶＰポイント制度の４種類に分けられており、新株予約権
交付ガイドラインで定められた配分ルール等に従い、評価委員会の決定を経て決
定されます。
①　採用インセンティブパッケージ制度に基づく付与
今後採用される役職員を対象とし、採用時に当社における役職と貢献期待に
応じて特定数の本新株予約権を明示したインセンティブパッケージを暫定的
に付与し、交付基準日時点で、今後さらに貢献が見込める者と評価委員会が
判断した場合に原則として同数の本新株予約権が交付されます。

②　貢献度インセンティブパッケージ制度に基づく付与
当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した時点において貢献度を評価
し、上場後の貢献期待に応じて特定数の本新株予約権を明示したインセンテ
ィブパッケージを暫定的に付与し、交付基準日時点でさらなる貢献を期待し
て本新株予約権を交付すべきと評価委員会が判断した場合に原則として同数
の本新株予約権を交付されます。

③　貢献度評価ポイント制度に基づく付与
毎事業年度に一度の人事評価の結果に基づき、ポイントを暫定的に付与し、
次号のＭＶＰポイント制度に基づくポイントと合算したうえで、その累計ポ
イント保有数に応じて、本新株予約権が交付されます。

④　ＭＶＰポイント制度に基づく付与
取締役の推薦（自薦・他薦を含む。）により選定された役職員を対象とし、選
定理由となった過去の特別な貢献を踏まえて、ポイントを暫定的に付与し、交
付基準日時点でさらなる貢献を期待して本新株予約権を交付すべきと評価委員
会が判断した場合に③の貢献度評価ポイント制度に基づくポイントと合算した
上で、累積ポイント保有数に応じて、本新株予約権が交付されます。
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売上高 行使可能割合

100億円以上 100％

80億円以上100億円未満 60％

65億円以上80億円未満 40％

50億円以上65億円未満 20％

50億円未満 0％

4. ①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当
社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役
又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由が
ある場合は、この限りではない。
②　業績条件
　新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書
に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様と
し「連結損益計算書」という。）における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった
場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
　なお、行使可能となる本新株予約権の数に１個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数
とする。

イ　2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営
業利益率が10%以上であること。

ロ　本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）を乗じて計算
した額が一度でも300億円以上となること。
　なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当
社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載され
た実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な
範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる
ものとする。

③　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
④　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
ころによる。
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新株予約権の名称
取締役（社外取締役を除く） 社外取締役 監査役

新株予約権の数 保有人数 新株予約権の数 保有人数 新株予約権の数 保有人数

第１回新株予約権 － － － － ３個 １人

第３回新株予約権 １個 １人 － － － －

第４回新株予約権 38個 １人 － － ３個 １人

第８回新株予約権 729個 ３人 69個 ３人 － －

第９回新株予約権 311個 ４人 ９個 ３人 － －

新株予約権の名称
当社の使用人

新株予約権の数 交付人数

第８回新株予約権 1,492個 ７人

第９回新株予約権 68個 ４人

(2) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

(3) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

－ 18 －



会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 森 　 啓 太 郎

取 締 役 C T O 松 田 　 顕 プロダクト開発部門及び人事部門統括

取 締 役 C R O 中 薗 直 幸 営業部門及びカスタマーサクセス部門統括

取 締 役 C F O 上 村 　 朗 管理部門統括

取 締 役 牧 野 正 幸 株式会社パトスロゴス代表取締役
株式会社オークファン社外取締役

取 締 役 三 村 真 宗 株式会社U‐ZERO代表取締役
株式会社プレイド社外取締役

取 締 役
石 関 加 代 子
（ 戸 籍 名 ：
淺山加代子）

ユニ・チャーム株式会社Financial BPR Consultant

常 勤 監 査 役 作 野 勝 英

監 査 役 安 本 隆 晴 安本公認会計士事務所所長
株式会社FRONTEO社外監査役

監 査 役 大 濱 正 裕
弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所
代表弁護士
株式会社コレックホールディングス社外監査役
株式会社情報戦略テクノロジー社外監査役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１.取締役牧野正幸氏、三村真宗氏及び石関加代子（戸籍名　淺山加代子）氏は、社外取締役
であります。

２. 監査役全員は、社外監査役であります。
３. 監査役安本隆晴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

4. 監査役大濱正裕氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有して
おります。

5. 当社は、社外取締役と社外監査役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項各号に定める額の合計額とし
ております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役、管理職従業員
であります。当該保険契約の被保険者である役員等は保険料を負担しておりません。当該保険契
約により、被保険者が役員等として職務遂行を行ったことによって負担する損害賠償責任金及び
争訟費用の損害を塡補することとしております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
　当社の取締役の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された
報酬総額の限度内で、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申に基づいて取締
役の個別の報酬額を取締役会で決定することとしております。取締役の報酬限度額は、2017
年１月23日開催の第１回定時株主総会において年額200百万円以内（使用人兼務役員の使用
人分給与は含まない。）とし、その配分方法は代表取締役社長に委任する旨が決議され、取締
役会設置会社に移行した同年11月24日に改めて、限度額はそのままに配分方法は取締役会に
委任する旨の株主総会決議がなされております。なお、同決議時の取締役は３名となっており
ます。また、当事業年度の取締役の報酬等は、指名報酬委員会の答申を尊重し、2025年３月
27日開催の取締役会決議で決定していることから、決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
　また、上記固定報酬のほか、取締役の中長期的な業績拡大と企業価値向上への貢献意欲や士
気をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず株価変動によるリスクまでも株主の皆
様と共有することを目的としてストック・オプション制度を導入しており、その報酬限度額と
して2025年３月27日開催の第９回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く。）に対
して年額120百万円以内、社外取締役に対して年額12百万円以内とする旨、決議しておりま
す。同決議時の取締役の員数は７名（うち社外取締役は３名）となっております。
　当社の監査役の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された
報酬総額の限度内で監査役の協議により決定しております。監査役の報酬限度額は、2017年
11月24日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。なお、同決
議時の監査役は１名となっております。
　なお、役員の報酬等について業績連動報酬は採用しておりません。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる

役員の員数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

74,441千円
（14,913）

59,674千円
（13,800） － 14,766千円

（1,113）
10名
（３）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

12,000
（12,000）

12,000
（12,000） － － ３

（３）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

86,441
（26,913）

71,674
（25,800） － 14,766千円

（1,113）
13
（6）

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１.上表には、2025年３月27日開催の第９回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
３名を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 取締役の金銭報酬の額は、2017年１月23日開催の定時株主総会において年額200,000千
円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該株主
総会終結時点の取締役の員数は、２名であります。

４. 監査役の金銭報酬の額は、2017年11月24日開催の臨時株主総会において年額30,000千
円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名であります。

５ 上表のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与として、45,309千円を支給しておりま
す。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 牧 野 正 幸

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしまし
た。
取締役会では、企業経営者の見地から、積極的に意見を述べており、意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。

取締役 三 村 真 宗

2025年３月27日就任以来、当事業年度に開催された取締役会10回の全
てに出席いたしました。
取締役会では、企業経営者の見地から、積極的に意見を述べており、意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。

取締役
石 関 加 代 子
（ 戸 籍 名 ：
淺 山 加 代 子 ）

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしまし
た。
取締役会では、大手企業の経理実務の有識者の見地から、積極的に意見
を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役牧野正幸氏は、株式会社パトスロゴスの代表取締役であります。株式会社パトス
ロゴスと当社との間には取引関係はなく、特別の関係はありません。

・社外取締役三村真宗氏は、株式会社UZEROの代表取締役であります。株式会社UZEROと
当社との間には取引関係はなく、特別の関係はありません。
・社外取締役石関加代子（戸籍名　淺山加代子）氏は、ユニ・チャーム株式会社Financial 
BPR Consultantであります。ユニ・チャーム株式会社と当社との間には直接的な取引関係
はなく、特別の関係はありません。
・社外監査役作野勝英氏には、重要な兼職はありません。
・社外監査役安本隆晴氏は、安本公認会計士事務所所長であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。
・社外監査役大濱正裕氏は、弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所代表弁護士であ
ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

監査役 作 野 勝 英

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。
元上場企業役員の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役
会において、当社の経理並びに内部監査について適宜、必要な発言を行
っております。加えて、経営会議にも参加し、適宜必要な発言を行って
おります。

監査役 安 本 隆 晴

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査役会において、当社の経理並びに内部監査について適宜、必要
な発言を行っております。

監査役 大 濱 正 裕

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監
査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な
発言を行っております。

－ 23 －



報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 PwC Japan有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　 当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会決議により「内部統制システムの
基本方針」を定め、当該方針に基づいた運営を行っております。「内部統制システムの基本方
針」の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、法令・定款の遵守はもとより社会規範を尊重し、公正で適切な経営を目指し、当社
の経営理念であるミッションと行動基準となるバリューを定めるとともに、全社に周知・徹
底する。

(b) コンプライアンス規程及びマニュアルを制定し、経営会議においてコンプライアンス推進に
関する審議を行うとともに、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプラ
イアンス意識の維持・向上を図る。

(c) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応するととも
に、通報者に不利益が無いことを確保するものとする。

(d) 当社は、健全な会社経営のため反社会的勢力との一切の関係を遮断し、また不当な要求はい
かなる場合もこれを拒絶する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程及び情報セキュリティ規
程に基づき、適切に保存及び管理を行う。

(b) 取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、
責任者を定め、適切に評価・管理する体制を構築する。

(b) 経営会議において、定期的にリスク管理について審議し、事業活動における各種リスクの防
止及び損失の最小化を図る。

(c) 緊急事態発生時には、臨時経営会議を開催して情報の収集を行い、社内外への適切な情報伝
達を含め、当該緊急事態に対して適切かつ迅速に対処するとともに、取締役会に報告するも
のとする。

④ 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(b) その他経営に関する重要事項を協議または決議する機関として経営会議を設置する。
(c) 取締役会は、中期経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
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(d) 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図
る。

(e) 内部監査責任者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の求めに応じて、当社の使用人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(b) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けない
ものとする。

(c) 当該使用人の人事異動については、監査役の同意を得るものとする。
⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行
状況の報告を求めることができる。

(b) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速
やかに報告するものとし、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わな
い。

(c) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発
見したときには、速やかに管理部及び担当役員に報告し、管理部は監査役に報告する。

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役と随時意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(b) 監査役は、監査法人及び内部監査責任者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(c) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、そ
の他専門家の意見を聴取することができる。

(d) 監査役の職務の執行について生ずる費用について、監査役からその前払又は償還を求められ
たときには、職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、当社は遅滞なくこれに応じる
こととする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 全般
　「内部統制システムの基本方針」に基づいた運用を行っております。コンプライアンスに関
する事項はすべての取締役及び監査役が参加するコンプライアンス推進会議で、リスク管理に
関する事項は経営会議において、四半期に一度それぞれその運用状況を監視し、継続的な見直
しを行っております。
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② コンプライアンス体制
　当社は、コンプライアンス意識の浸透のため、役職員に対し年に１度、コンプライアンス研
修を実施しております。また、四半期ごとのコンプライアンス推進会議において、当社事業を
取り巻く法令の改正を確認しております。コンプライアンスにかかる問題の未然防止・早期発
見を図るため、内部通報窓口（社内及び社外）に設置しているほか、取引先等からの窓口とし
て外部通報窓口も設置しております。

③ 取締役の職務執行
　経営会議は毎週１回開催しており、常勤監査役が出席しております。
　取締役会は原則として毎月１回開催し、取締役及び監査役出席のもと、報告及び議案の決議
を行うとともに、取締役の職務執行の状況等を監督しております。また、内部監査において、
各部門の職務執行の状況等を確認し、必要に応じて改善を図っております。

④ 監査役の職務執行
　監査役会は原則として毎月１回開催し、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等
を行っております。また、常勤監査役が経営会議をはじめとする重要会議等に出席することに
より、監督機能の強化を図っております。また、監査役は、会計監査人、内部監査人と定期的
に会合し、内部統制の整備状況等について意見交換を行い、監査の実効性を確保しておりま
す。

７. 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと認識しておりますが、利益配分につ
きましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配
当を継続して実施していくことを基本方針としております。
　また当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段
の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」旨定款に
定めております。
　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり3.70円の配当を実施するこ
とを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は20.2％となりました。
　なお、今後につきましては配当性向を21％と設定し、配当を行っていく方針であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

2,129,822

1,769,361

284,130

76,330

769,599

352,754

56,090

296,663

82,982

82,982

333,862

303,939

29,922

（負　  債　  の　  部）

流 動 負 債 1,145,442

未 払 金 244,020

未 払 法 人 税 等 42,346

契 約 負 債 763,726

そ の 他 95,348

固 定 負 債 39,349

資 産 除 去 債 務 39,349

負 債 合 計 1,184,792

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,658,206

資 本 金 420,340

資 本 剰 余 金 466,291

利 益 剰 余 金 771,805

自 己 株 式 △230

その他の包括利益累計額 3,834

為 替 換 算 調 整 勘 定 3,834

新 株 予 約 権 52,587

純 資 産 合 計 1,714,629

資 産 合 計 2,899,421 負 債 純 資 産 合 計 2,899,421

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 2,369,766
売 上 原 価 652,938
売 上 総 利 益 1,716,828
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,424,652
営 業 利 益 292,175
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 1
そ の 他 0 4

営 業 外 費 用
為 替 差 損 592 592

経 常 利 益 291,587
特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 4 4

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 291,591
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,380
法 人 税 等 調 整 額 41,067 89,448
当 期 純 利 益 202,143
親会社株主に帰属する当期純利益 202,143

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本 その他の
包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合 計
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 380,493 426,444 582,707 △117 1,389,527 － － 2,385 1,391,913

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 （ 新 株
予 約 権 の 行 使 ）   39,846 39,846 79,693 79,693

剰 余 金 の 配 当 △13,044 △13,044 △13,044

親会社株主に帰属する当期純利益 202,143 202,143 202,143

自 己 株 式 の 取 得 △113 △113 △113

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 3,834 3,834 50,202 54,037

当 期 変 動 額 合 計 39,846 39,846 189,098 △113 268,678 3,834 3,834 50,202 322,716

当 期 末 残 高 420,340 466,291 771,805 △230 1,658,206 3,834 3,834 52,587 1,714,629

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 Fast Accounting USA Inc.

Fast Accounting USA Inc.については、当連結会計年度において新た
に設立したため、連結の範囲に含めております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産
　　定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。
　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　建物附属設備　　　　　　　３年～15年
　　工具、器具及び備品　　　　３年～８年
ロ. 無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年～５年）に基づいてお
ります。

② 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、AI-OCR関連と会計仕訳のアルゴリズムをサービス化したRobotaシリーズ、リモー
トワークでも経理業務を遂行できるように開発したRemotaというプラットフォーム、及び経理実務に
おける判断業務を支援するサービスを提供しております。
　当社グループのＡＩソリューションサービスはSaaS型のクラウドサービスであり、顧客との契約か
ら生じる収益は、継続的にクラウドサービスを提供することにより発生する月額課金及び顧客のクラウ
ドサービスの利用量に応じて発生する従量課金から構成されております。
　月額課金及び従量課金については、当社グループのクラウドサービスを契約期間にわたって継続的に
顧客に提供することで履行義務を充足する取引であると判断しているため、契約期間にわたって定額料
金及び従量課金に基づき、収益を認識しております。
　プロフェッショナルサービスについては、初期設定サービス等の提供に応じて履行義務を充足する取
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引であると判断しているため、提供したサービスの進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に応じて収益
を認識しております。
　履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヶ月以内又は前受けにより受領しており、重要な
金融要素は含まれておりません。

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘
定に計上しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
　（繰延税金資産の回収可能性）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額　　　　303,939千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
　当社は、過去及び当連結会計年度の経営成績、税務上の欠損金の発生状況、取締役会で承認された事
業計画を基礎として一時差異等加減算前課税所得を合理的に見積り、「繰延税金資産の回収可能性に関
する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に基づき、各要件に従い企業分類を行い、当該企業
分類に基づき、翌期以降の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、将来減算一時差異及び税
務上の繰越欠損金の解消時期をスケジューリングし、翌期以降の一時差異等のスケジューリングの結
果、繰延税金資産を見積られる金額を計上しております。

② 主要な仮定
　将来の合理的な見積り可能期間における一時差異等加減算前課税所得の見積りを行うにあたっては、
過年度実績を基に、策定時に入手可能な情報、事業環境を考慮して決定された売上高、売上原価及び販
売費及び一般管理費の将来予測を含んだ事業計画を基礎としております。これらの将来予測は、月額課
金の新規導入社数、顧客単価及び予想解約率並びにプロフェッショナルサービスの受注金額といった一
定の仮定に基づき算定しております。これらのうち、月額課金の新規導入社数が主要な仮定に該当しま
す。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、経済環境等に大幅な変化が生
じたこと等により、見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌連結会計年度以降の
繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 231,552千円

当座貸越極度額の総額 500,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 500,000千円

　（履行義務の充足に係る進捗度の見積りによる収益認識）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額　　　　219,898千円
　　なお、上記金額は当連結会計年度末において進行中の案件に係る金額を集計したものであります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
　当社グループは、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度
を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りにあたっては見積総工数に対
する発生した実際工数の割合で算出しております。収益については、見積総工数に対する発生した実際
工数の割合に契約金額を乗じて算出しており、契約金額は、契約書又は注文書に基づいております。

② 主要な仮定
　一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における主要な仮定は、見積総工数であ
り、見積総工数は、類似する過去の開発案件での実際工数、開発の難易度及び開発要員のスキル等を総
合的に勘案して算定しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　履行義務の充足に係る進捗度は、当初予見できなかった事象の発生等により見積総工数の変化が生じ
た場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

3. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約
に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。
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普通株式 11,216,120株

普通株式 175株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年２月28日
取 締 役 会 普通株式 13,044 1.20 2024年12月31日 2025年３月13日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年２月27日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 41,498 3.70 2025年12月31日 2026年３月13日

普通株式 612,700株

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

5. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については、安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達
については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資、及び銀行借入によって調達してお
ります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　差入保証金は、本社事務所等の賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である未払金は、１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
(a) 信用リスクの管理
　　　当社グループは、与信管理規程に基づき取引先の状況を定期的にモニタリングし、また、必要に応

じて与信限度額の改定の要否を検討するとともに、取引先ごとの入金及び残高を適時に管理すること
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

差入保証金 29,862 28,644 △1,218

資産計 29,862 28,644 △1,218

区分
時価（千円）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

差入保証金 － 28,644 － 28,644

資産計 － 28,644 － 28,644

で信用リスクの低減を図っております。
(b) 資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　当社グループは、管理統括部において資金繰り表を作成し、適時に更新すること等により流動性リ
スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、「現金及び預
金」、「売掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済される
ため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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当連結会計年度
月額課金 1,724,709
従量課金 252,726
プロフェッショナルサービス 387,875
その他 4,454
顧客との契約から生じる収益 2,369,766
その他の収益 －
外部顧客への売上高 2,369,766

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
差入保証金
　合理的に見積った将来キャッシュ・フローを国際の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。

6. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　当社グループは、ＡＩソリューション事業（経理ＡＩ事業）の単一セグメントであり、顧客との契約から
生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（注）いずれの収益も一定期間にわたり移転される財又はサービスであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等　(3)　会計方針に関する事項　②　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 25,848
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 143,121
契約資産（期首残高） 17,848
契約資産（期末残高） 141,009
契約負債（期首残高） 658,620
契約負債（期末残高） 763,726

当連結会計年度
１年以内 1,755,833
１年超２年以内 1,089,993
２年超３年以内 534,278
３年超４年以内 147,602
４年超５年以内 56,709
５年超 －

合計 3,584,417

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約資産は主に初期設定サービス等の顧客との契約における進捗度に基づいて認識した収益に係る未請
求の対価であり、当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は主に月額課金に関して履行義務の充足の前に一括で受領した前受金であり、履行義務の充足
による収益の計上に伴い取り崩されます。当連結会計年度において、契約資産が増加した理由は、前述の
取引に基づく未請求の対価の増加であり、また、契約負債が増加した理由は、前述の取引に基づく前受金
の増加であり、いずれも当連結会計年度末で契約社数が増加したことによるものであります。当連結会計
年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、652,897千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま
す。

（単位：千円）
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(1) １株当たりの純資産額 148円19銭
(2) １株当たりの当期純利益 18円28銭

7. １株当たり情報に関する注記

8. 重要な後発事象に関する注記
　（資本業務提携契約の締結）
　　　当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、株式会社プロシップ（以下「プロシップ」といい
ます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく
資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結することを決議いたしました。

(1) 本資本業務提携の背景と目的
　当社は、経理特化型ＡＩ領域における高い技術力を有し、「経理シンギュラリティ（経理業務の自動
化）」構想を牽引する企業です。
　2025年８月より、「Speciality for Customer」を基本理念に掲げ、「世界で最も優れた固定資産
管理ソリューション」を提供することを目指しているプロシップと、本資本業務提携による協業可能性
について意見交換を実施いたしました。
　2027年４月１日以後開始する事業年度から適用される企業会計基準第34号「リースに関する会計基
準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」（以下、これらを合
わせて「新リース会計基準」といいます。）により、企業が管理すべき契約件数の増加やデータ入力負
荷が大幅に高まることを見据え、当社が有する契約書・証憑の読取および自動 仕訳等のＡＩ技術と、
プロシップの固定資産管理ソリューションとを組み合わせることで、企業の課題解決に資する新たな価
値提供が可能であるとの認識を共有いたしました。
　さらに、両社の顧客基盤を相互に活用した販売拡大に加え、その後もプロシップの固定資産管理ソリ
ューションとの連携を深め、固定資産管理業務の生産性向上を図ることで、「世界で最も優れた固定資
産管理ソリューション」に向けた技術協業の可能性について協議を深めてまいりました。これらの検討
を通じ、両社の協業によるシナジー創出の蓋然性が高いことを確認できたため、より具体的な協議を進
めるとともに、協業体制の強化と関係性の一層の深化を図るべく、相互の信頼関係を基盤とした本資本
業務提携を実施することといたしました。

(2) 本資本業務提携の内容等
① 業務提携の内容
本資本業務提携において両社は以下の点に注力し、相互の業績拡大を目指します。
イ. 新リース会計基準対応における判断業務の自動化・効率化
　新リース会計基準において、企業が会計上管理対象とすべき契約は大幅に増加することが見込ま
れます。これに伴い、オンバランス処理するか否かの判断業務が大量に発生することは、多くの企
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イ． 名 称 株式会社プロシップ
ロ． 所 在 地 東京都千代田区飯田橋三丁目８番５号
ハ． 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　鈴木　資史

二． 事 業 内 容
パッケージシステムの開発・販売、受託開発、システムの運
用管理等

ホ． 資 本 金 924,573千円（2025年９月30日現在）
へ． 設 立 年 月 日 1969年4月

業にとって喫緊の課題です。当社のＡＩ技術（ＡＩエージェントによる会計的判断）とプロシップ
の固定資産管理ソリューションとを連携させることで、管理対象となる契約の会計的判断につい
て、自動化および効率化を実現するソリューションを共同で展開いたします。

ロ. 顧客基盤の相互活用による販売拡大
　　大手企業を中心とした当社の顧客とプロシップの顧客に対し、両社の連携ソリューションを提案
（クロスセル）することで、双方の事業成長および業績拡大を図ってまいります。
ハ. 「世界で最も優れた固定資産管理ソリューション」の実現
　本資本業務提携は、新リース会計基準対応にとどまるものではありません。その後も当社のＡＩ
技術とプロシップの固定資産管理ソリューションにより、会計データと工場・店舗など現場にある
資産にまつわる情報を結びつけることで、従来の「カネ」中心の管理手法とは一線を画す、「モ
ノ」を基軸としたマネジメント・プラットフォームの構築という新たな価値創造に貢献いたしま
す。

② 資本提携の内容
　今回の協業は新リース会計基準対応をはじめとする中長期的なソリューション開発を伴うものであ
り、継続的な技術連携と顧客価値の最大化に向けて、両社が中長期的視点でコミットする体制が不可
欠であると判断いたしました。このため、単なる業務提携にとどまらず、相互に株式を保有する資本
提携を行うことで、協業の安定性・継続性を強固にし、双方のリソース投下や意思決定の一体感を高
める必要があるとの結論に至り、本資本業務提携契約を締結いたしました。

イ. 新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額
当社はプロシップの第三者割当増資を引き受ける形で株式を取得いたします。
募集株式の種類及び数　普通株式319,500株
募集株式の払込金額　　 １株当たり1,610円
払込金額の総額　　　　　  514,395,000円

ロ. 相手方に新たに取得される株式の数
　相手方に新たに取得される株式の数は、上記「払込金額の総額」相当額によって市場内取引によ
り取得できる当社の普通株式の株数

(3) 本資本業務提携の相手先の概要
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イ． 取 締 役 会 決 議 日 2026年２月13日
ロ． 契 約 締 結 日 2026年２月13日
ハ． 業 務 提 携 開 始 日 2026年２月13日
二． 募集株式の払込期日 2026年３月２日（予定）

(4) 日程

　（自己株式の取得）
　　　当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに
基づく自己株式の取得につきまして、以下のとおり決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行を可能とするため

(2) 取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類　　　当社普通株式
② 取得し得る株式の総数　　194,000株（上限）
③ 株式の取得価額の総額　　150,000,000円（上限）
④ 取得期間　　　　　　　　2026年２月24日から2026年３月24日まで
⑤ 取得方法　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部） （負　  債　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

2,051,736

1,691,275

143,121

141,009

76,211

118

844,034

352,754

56,090

296,663

82,982

82,982

408,297

74,435

60

303,939

29,862

流 動 負 債 1,144,546
未 払 金 243,124
未 払 費 用 18,010
未 払 法 人 税 等 42,346
契 約 負 債 763,726
預 り 金 7,682
そ の 他 69,654

固 定 負 債 39,349
資 産 除 去 債 務 39,349

負 債 合 計 1,183,895
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,659,287
資 本 金 420,340
資 本 剰 余 金 466,291
資 本 準 備 金 461,620
そ の 他 資 本 剰 余 金 4,671
利 益 剰 余 金 772,886
そ の 他 利 益 剰 余 金 772,886
繰 越 利 益 剰 余 金 772,886

自 己 株 式 △△230
新 株 予 約 権 52,587
純 資 産 合 計 1,711,875

資 産 合 計 2,895,771 負 債 純 資 産 合 計 2,895,771

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 2,369,766
売 上 原 価 652,938
売 上 総 利 益 1,716,828
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,423,571
営 業 利 益 293,256
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 1
そ の 他 0 4

営 業 外 費 用
為 替 差 損 592 592

経 常 利 益 292,668
特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 4 4

税 引 前 当 期 純 利 益 292,672
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,380
法 人 税 等 調 整 額 41,067 89,448
当 期 純 利 益 203,224

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2025年 １月 １日から2025年12月31日まで )
株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 380,493 421,773 4,671 426,444 582,707 582,707 △117 1,389,527 2,385 1,391,913

当 期 変 動 額
新株の発行（新株
予約権の行使） 39,846 39,846 39,846 79,693 79,693

剰 余 金 の 配 当 △13,044 △13,044 △13,044 △13,044

当 期 純 利 益 203,224 203,224 203,224 203,224

自己株式の取得 △113 △113 △113

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 50,202 50,202

当 期 変 動 額 合 計 39,846 39,846 － 39,846 190,179 190,179 △113 269,759 50,202 319,962

当 期 末 残 高 420,340 461,620 4,671 466,291 772,886 772,886 △230 1,659,287 52,587 1,711,875

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式　　　　移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備　　　　　　　３年～15年
工具、器具及び備品　　　　３年～８年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年～５年）に基づいており
ます。

(3) 収益及び費用の計上基準
　当社は、AI-OCR関連と会計仕訳のアルゴリズムをサービス化したRobotaシリーズ、リモートワークで
も経理業務を遂行できるように開発したRemotaというプラットフォーム、及び経理実務における判断業
務を支援するサービスを提供しております。
　当社のＡＩソリューションサービスはSaaS型のクラウドサービスであり、顧客との契約から生じる収
益は、継続的にクラウドサービスを提供することにより発生する月額課金及び顧客のクラウドサービスの
利用量に応じて発生する従量課金から構成されております。
　月額課金及び従量課金については、当社グループのクラウドサービスを契約期間にわたって継続的に顧
客に提供することで履行義務を充足する取引であると判断しているため、契約期間にわたって定額料金及
び従量課金に基づき、収益を認識しております。
　プロフェッショナルサービスについては、初期設定サービス等の提供に応じて履行義務を充足する取引
であると判断しているため、提供したサービスの進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に応じて収益を認
識しております。
　履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヶ月以内又は前受けにより受領しており、重要な金
融要素は含まれておりません。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 231,552千円

当座貸越極度額の総額 500,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 500,000千円

普通株式 175株

２. 会計方針の変更に関する注記
　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分
に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おります。なお、これによる計算書類への影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
　（繰延税金資産の回収可能性）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額　　　　303,939千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表　2.　会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

（履行義務の充足に係る進捗度の見積りによる収益認識）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額　　　　219,898千円
　　なお、上記金額は当事業年度末において進行中の案件に係る金額を集計したものであります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表　2.　会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

4. 貸借対照表に関する注記

(2) 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約
に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産
未払賞与 10,518千円
未払事業税 4,581千円
減価償却超過額 14,030千円
資産除去債務 12,403千円
税務上の繰越欠損金 268,613千円
その他 1,923千円
繰延税金資産合計 312,070千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △8,130千円
繰延税金負債合計 △8,130千円
繰延税金資産の純額 303,939千円

(1) １株当たりの純資産額 147円94銭
(2) １株当たりの当期純利益 18円38銭

6. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま
した。
　これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産
及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は6,828千
円増加し、法人税等調整額が同額減少しております。

7. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　6.　収益認識に関す
る注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記
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9. 重要な後発事象に関する注記
　（資本業務提携契約の締結）
　連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

　（自己株式の取得）
　連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 　 野 　 文 　 絵
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 　 本 　 　 　 剛

独立監査人の監査報告書
2026年2月26日

ファーストアカウンティング株式会社
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ファーストアカウンティング株式会社
の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、ファーストアカウンティング株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事
業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2026年2月13日開催の取締役
会において、株式会社プロシップとの間で資本業務提携契約を締結することを決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
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続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 　 野 　 文 　 絵
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 　 本 　 　 　 剛

独立監査人の監査報告書
2026年２月26日

ファーストアカウンティング株式会社
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ファーストアカウンティング株
式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業
体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2026年2月13日開催の取締役
会において、株式会社プロシップとの間で資本業務提携契約を締結することを決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年2月27日
               　　　　　　　　　　　ファーストアカウンティング株式会社　監査役会

常勤監査役   作 野 勝 英　　印
社外監査役   安 本 隆 晴　　印
社外監査役   大 濱 正 裕　　印

以　上
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

１
もり

森
 

　
けい

啓
た

太
ろう

郎
(1974年６月３日)

    2000年    4 月 ソフトバンク株式会社入社
    2001年    7 月 アカマイ・テクノロジーズ合同会社　営業

本部長
    2011年    3 月 ホワイト・コンタクト株式会社設立　代表

取締役
    2012年    4 月 ホワイトフード株式会社　代表取締役
    2016年    6 月 当社設立　代表取締役社長（現任）

2,585,200株

２

まつ

松
だ

田
 

　
あきら

顕
（1975年10月27日）

    1998年    4 月 HMVジャパン株式会社入社
    1999年    7 月 有限会社ブライアンコンピューター入社
    2000年    7 月 個人事業主としてソフトウェアエンジニア

リング業開業
    2003年    3 月 有限会社ワンダーウォール設立　代表取締役
    2011年    5 月 Dozens株式会社設立　代表取締役
    2017年    12月 当社入社
    2020年    3 月 当社プロダクト開発部長
    2021年    8 月 当社社長室長（現任）
    2025年    3 月 当社取締役執行役員CTO（現任）
    2025年    4 月 当社プロダクト開発統括部部長

76,200株

株主総会参考書類

議案　　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

３
なか

中
ぞの

薗
 

　
なお

直
ゆき

幸
(1973年12月３日)

    1996年    4 月 日本ディジタルイクイップメントコーポ
レーション株式会社入社

    2001年    4 月 日本マイクロソフト株式会社入社
    2015年    9 月 同社エンタープライズソリューション統

括本部デバイス＆モビリティ本部長
    2017年    11月 UiPath株式会社　パートナーソリューシ

ョン本部長
    2020年    11月 当社マーケティング＆パートナー営業部

長
    2021年    3 月 当社取締役CRO
    2024年    2 月 当社マーケティング＆パートナー営業統

括部部長
2025年    3 月 当社取締役執行役員CRO（現任）
2025年    4 月 当社営業統括部部長（現任）

145,060株

４
かみ

上
むら

村
 

　
あきら

朗
（1964年5月24日）

    1988年    4 月 藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製
薬株式会社）入社

    2008年    4 月 アステラス製薬株式会社　財務統括部長
    2017年    4 月 同社経理部長兼アステラス・アムジェ

ン・バイオファーマ株式会社（現アムジ
ェン株式会社）監査役

    2019年    5 月 KHネオケム株式会社入社　財務部長
    2020年    3 月 同社執行役員コーポレート担当（財務、

広報、IR）兼財務部長
    2021年    4 月 同社執行役員　経理財務部長
    2025年    3 月 当社取締役CFO（現任）

5,000株
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

5

まき

牧
の

野
 

　
まさ

正
ゆき

幸
(1963年２月５日)

    1996年    7 月 株式会社ワークスアプリケーションズ設
立

    2000年    9 月 同社代表取締役
    2020年    1 月 株式会社メディアドゥホールディングス

（現株式会社メディアドゥ）顧問
    2020年    5 月 近畿大学情報学研究所客員教授（現任）
    2020年    6 月 パス株式会社　取締役
    2020年    10月 株式会社パトスロゴス　代表取締役（現

任）
    2023年    12月 株式会社オークファン　社外取締役（現

任）
    2024年    3 月 当社社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社パトスロゴス代表取締役
株式会社オークファン社外取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
牧野正幸氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社ワークスアプリケーションズにおける経営者
としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくためであります。選任後は、独立の
立場で企業経営の知見に基づき、当社業務執行取締役の適正な職務執行を監督していただくことを期
待しております。

６

み

三
むら

村
 

　
まさ

真
むね

宗
（1969年８月15日）

    1993年    4 月 SAPジャパン株式会社入社
    2006年    10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
    2008年    2 月 日本マイクロソフト入社
    2009年    4 月 ベタープレイス・ジャパン株式会社入社
    2011年    10月 株式会社コンカー入社　代表取締役
    2023年    8 月 株式会社インテグリティ・ヘルスケア　

社外取締役（現任）
    2024年    6 月 株式会社U‐ZERO設立　代表取締役（現

任）
    2024年    12月 株式会社プレイド　社外取締役（現任）
    2025年    3 月 当社社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社U-ZERO代表取締役
株式会社プレイド社外取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
三村真宗氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社コンカーにおける経営者としての豊富な経験
と高い見識を当社の経営に反映していただくためであります。選任後は、独立の立場で企業経営の知
見に基づき、当社業務執行取締役の適正な職務執行を監督していただくことを期待しております。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

7

いし

石
ぜき

関
 

　
か

加
よ

代
こ

子
（戸籍名：

あさ

淺
やま

山　
か

加
よ

代
こ

子）
(1964年12月28日)

    1985年    4 月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会
社）入社

    2017年    4 月 ソニーコーポレートサービス株式会社経理
企画推進部統括部長

    2022年    10月 ユニ・チャーム株式会社　Financial BPR 
担当部長

    2024年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2025年    1 月 ユニ・チャーム株式会社　Financial BPR 

Consultant（現任）

－

（重要な兼職の状況）
ユニ・チャーム株式会社　Financial BPR Consultant

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
石関加代子氏を社外取締役候補者とした理由は、ソニーグループ及びユニ・チャーム株式会社におけ
る経理のスペシャリストとしての豊富な経験と高い見識を有しているためであります。選任後は、そ
れらを当社サービス開発への助言・監督に反映していただくことを期待しております。
なお、石関氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、
その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 牧野正幸氏、三村真宗氏及び石関加代子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 牧野正幸氏、三村真宗氏及び石関加代子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役と
しての在任期間は、本総会終結の時をもって牧野正幸氏及び石関加代子氏が２年、三村真宗氏が１年
となります。

４. 当社は、社外役員として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、定款において、会社法第427条
第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第
1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。牧野正幸氏、三村
真宗氏及び石関加代子氏が選任され、就任した場合には、再任の牧野正幸氏、三村真宗氏及び石関加
代子氏との間では現在締結している当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該責任限
定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額でありま
す。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者がその職務執行に関して負った損害賠償金や争訟費用等の損害を当
該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当
該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予
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定しております。
６. 当社は、牧野正幸氏、三村真宗氏及び石関加代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ており、各氏を引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以　上
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会場：東京都港区海岸一丁目７番１号
東京都立産業貿易センター浜松町館
４階第３会議室
TEL 03－３４３４－４２４２

交通 ＪＲ山手線・東京モノレール
浜松町駅

北口より 徒歩約５分

都営浅草線・大江戸線
大門駅

B2出口より 徒歩約７分
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